
　（第３次)

　９月上旬
  ～１１月中旬

広域本部・地域振興局等
地方出先機関(後期)
警察署

46

262

 ９月上旬
　　～２月上旬

補助金交付・出資を受けた団体等 30程度

６月～８月

毎月

６月～８月

６月～８月

６月～８月

 別紙（第２関係）

別表第１ （監査の実施時期及び対象機関等）

種類等  実施時期 対象機関 計画数
監　　　査
対象期間

地方出先機関(前期) 36

原則令和7年度
（2025年度)とす
る。
※必要に応じて
他年度分も対
象とする。

本庁各課、各種委員会等
警察本部

106

県立学校 71

土木部（下水環境課）、企業局、病院局 3
公営企業

会計
６月

～７月

財
務
監
査
・
行
政
監
査

（
定
期
監
査

）

一
般
会
計
・
特
別
会
計

 （第１次)

 　４月下旬
 　～６月上旬

　（第４次）
　
　１１月中旬
　～１月下旬

 （第２次）

 　６月上旬
 　～８月下旬

土木部（下水環境課）、出納局（会計課）、企業局、病院局

７～９月

例月出納検査 土木部（下水環境課）、出納局（会計課）、企業局、病院局

      合　計

財政援助団体等
監査

（注１）上記に加え、代表監査委員が必要があると認めるときに監査を実施する（随時監査）。

（注２）災害等の発生により、代表監査委員が必要があると認めるときには、対象機関及び実施時期
      等を見直す場合がある。

（注３）上記の対象機関名は、別表第３のとおり。なお、組織改編等により、対象機関及び計画数に
      変更が生じる場合がある。

別表第２ （決算審査等の実施時期及び対象機関等）

種　類 実施時期 対象機関
参考

意見交換時期

決算審査

　

　

基金運用審査 教育庁（文化課）

健全化判断比率
等審査

総務部（財政課）

評価報告書審査 知事部局（人事課）、企業局等


